
令和４年６月１３日

保護者の皆様へ

えびの市立真幸中学校

校 長 清 俊一

教職員による生徒へのわいせつ行為等の防止について

小満の候 保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のことと存じます。

平素より、本校の教育活動に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、近年、全国的にわいせつ行為等により懲戒処分等を受けた教職員の数が増加傾向

にあり、今年４月より「教職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が施行

されました。この法律を受けて、県全体でも児童生徒へのわいせつ行為等の根絶に向けて、

取り組んで参りますが、本校におきましても、「不祥事は絶対に起こさない」という覚悟

で、全力で取り組んで参ります。

つきましては、本校として下記のとおり対応しますことを御連絡申し上げますとともに、

趣旨を御理解の上、御協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

記

１ セクハラ・わいせつ行為等に関する相談窓口は、以下のとおりですので、何かありま

したら遠慮なくご相談ください。

真幸中学校内 教頭 吉村 政文、教諭 山口 ゆかり

０９８４－３７－１１５０

えびの市教育委員会

０９８４－３５－３７２１

宮崎県教育委員会 セクハラ相談窓口（教職員課内）

０９８５－２６－７２４１ 月・金８：３０～１７時１５分 ※祝休日除く

宮崎県教育研修センター 教育相談「ふれあいコール」

０９８５－３８－７６５４、０９８５－３１－５５６２

毎日８時３０分～２１時※祝日・年末年始を除く

２ 教職員が生徒とメール・ＳＮＳ等でやりとりすることを禁止しています。

３ 教職員は、生徒からの相談がある場合は、メール等で行うのはなく、管理職等に報告

した上で、学校での直接面談で行うこととしています。

４ 生徒からも、安易にメール等を教職員に送信することがないよう指導しています。

５ 教職員は、生徒を私的な理由で自分の車に同乗させないこととしています。

６ 教職員は、生徒を私的な理由で自宅に招かないこととしています。


